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第

(日     由9)

1     ぢキミ この助定は住宅地 としての環境 を高度 に維持、増進するこ

とを目的 とし、第 6条 に定める区域 内における建築物の敷

地 ,位 ‖|と ,用 途 ,形態 ,意 匠又は、建築設研子に関する基準

を助定する。

(名   称 )

第  2 条 この陽走は、あしび野住宅地建築陽定 (以 下「 脇定」とい

う)と 称する。

(γプ′定 の締結 )

第  5 条 この協定は第 6条 に定める区域 内の土地の所有者並びに建

築 4勿 の所有を 目的 とする地上下題者及 び賃借権者 (以 下「 箱

利 普等」 とい う)全員の合意に よ り締結する。

(脇 定の変更 )

第  4 条 このγノ′定にかかる脇定区域 ,建 築物 に関する基当

“

有効期間

及 び協定連反があつた場合の措 魁等 を変更 しようとする場

合、桁利 哲全員の合意 をもつてその 旨を定め、これを茨城 "

県匁I可手に中譜 しその認 可を受けなければな らない。

(協 定の路 止 )

第  5 条 この協女とを廃 と しようとする場合は、権利者等の過半数の

合意 をもつて、その旨を走めこれ を茨城県匁|」Fに 中れ!し そ

の認 可を受けなければな らない。

(脇 起 区 城 )

第  6 条   この協定の区域は別紙「 建築協定区域図」の とお りとする。

(魁J築 物 の制限 )

第  7 条   nt条 に定める区域 内の建築物の敷地 ,位 置,用 途 ,'レ態 ,

意匠及び、建築設備は次の各号 に定める基準に よらなけれ

ばな らない。

(1)処 架山|イTlの 販地 面程1に 対する割合 (建蔽率)は 50%以 下

とし、又延ぺ 面積の敷地面積に対する割合 (容 積率)は
100%以 下 とするδ又、角地 も同様 とする。

修)建 築物 の高さは 10m以 下と し建築物の各部分 の高さは

当該部分 白1面 道路の反対側の境界隷又は隣地境界線まで

の真北方向の水平距離の 1.25倍 に 5mを 加えた もの以

下 とする。

僧)前 項の建築 4勿 の高さはこの協定の締結時における宅地の

地盤・面か らとするq         .

“

)外 阻又 は これに代わる柱の面から敷地境界線 (道 路境界

線 を含 む)ま での距離は lm以上 とする。

ただ し、次の場合 を除 く。

①外壁又はこれに代 る柱の中心線の長さの合計が 5れ 以下

である場合。

②物低その他これに類する用途に供し、車Fの 高さが 2.5m

以下で、かつ床面積の合計が 5m〕以内である場合。 .
脩)建 築物は吐架基準法なぅ、8条、ヶ事

に定める第一種住居芋

J]地域内に建築する事ができる建築物とする。

ただしヽ ユ【.阿 住監虹週張築してはならない。
脩に の協定締結時の区画め変更はしてはならない。

9)汚 水処理は水洗式とし、宅地内の汚水桝に接繊し汚水処

理施設に放流する。雨水は雨水柳|に 接繊の上排水し、市也

対にβ本♭|に 接続してはならない。
硝)塀 は鉄きく、生垣等の開放性のあるものとし、万一石積

プロツクで構築する場合は、地 J五塩V面 からの高さを 1れ 以

下とし、できる限 り「 ツタ」等を這わせること。

伸に の lirメ′走締結時以降新たに道路境界側に土留擁墜を構築

する場合、美観上充分注意して周囲との調和を計らなく

てはならない。

く



uo環 境 の美観 をl11な わぬ ように外墜及び屋根等の色はできる限 り落 着

いた色調 を使川すること。

40敷 地 の地鵬 Wiに ついては高さの変更をしてはな らない 。

uD敷 地 内の空地鞘は駅境に応 じた植樹又は張芝等を行 な うな ど緑化及び

その維 持につ とめなければな らない。

(有 効 lul出〕)                  1

第  8 条  この協定の有効 期間は知事の認可公告のあつた 日か ら 10

年 とする。但 し、有効期間中に犯 した逮皮者の措 置に関 し

ては、 lυl問 満了後 も尚効力を有する もの とする。

2メ 川 |1開II了 前に脇起者の過半数の申出がない場合当該期間満

了の理 日よ り起算 して更に 10年間協定 されるもの とし、

以後 この例に よる。   ,

(桁 利 ,義 務の組爪 )

第  9 条  この脇定は知事の認可公告のあつた 日以後において この協

定区城 内の権利者等 となるに至つた者に対 して もその効カ

′

がお、kぷ ものとする。         .

(建 築物の借主の地位)

第 10条  第 7条 に規定される建築物に関する基 性ゝが魁築物の借土の

14側(に かかる場合においては、当該借主は権利者等とみな

す 。

(連 反 背の打I nt)  .

第 7条 の規定に巡反した者があつた場合、第 15条に定め

る餐 F・ミ長は委員会の決定に基づき、当該願利者等に対して

工 !I卜 加I正 停止を語求し、かつ文書をもつて相当の猶予 lυl問

をつけて当該行為を是正するための必要な措 L平上をとること

を‖W)|ミ することができるものとする。

・
2.前 項の講求があつた場合においては当該箱 利者等はこれに

従わなければな らない志                .

(裁判所への出訴)           ヽ    '

第 12条  前条第 1項 に規定すてる講求があつた場合において当該桁利

者等がそのゥ謂求に従わない時は委員長 tユ その強制履行、又

彰 は当該rに 利者等の費用をもつて第三者にこれをなさしめる

事を裁判所に謂求するも̀
の

とする。      ・

2.甫J項 の出訴手続等に要する費用は当子該桁利者等の負担とす

る。          ・            ・         _

会)           ・
.・

この腸定の迅曽に関する彗I項 を処理するための委員会を設

世する。             .

委員会は次の役員で糾成する。         ・

委 員 長    封名

副 委 員 長 1名

委    員 若干名

1名

5。 委員は協建背の互淑とする。

4.委員長は委員り立遭ζとし、脇定運営のための事務を総理し

助定者を代表する。

5。 厨J委 員長及び会計は委員の中から委員長が委嘱する。

6.扁J委員長は委員長が事故あるときはこれを代理する。

ア 会計は委員会の経理に関する業務を処理する。

(委  員

第1も 条

2.

と
と
営会

第 11 条



1ヽ

(委 員の任期)

第 14条  委員の任

'V〕

は 2年 とする。但し、れけ久の委員の任期はEl任 者

の夕負存lul問 とする。.      …

委員は再任されるこ
・
とがそきる。  ∵

貝U)              i    。  '

この協起に規定するもうの他委員会の組織運営議決の方法等

について必要な事項,ま 別に定める。

2`

(竹

"
第 15条

附 貝J

1.この F′′定は知事の認可公告のあつた日から効力を発する。

2。 この Fノ′定宙は、これを 2部 作成し 1部 を知`事 に提出し 1部は

陽定者が供暫する。
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